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バブル時代に銀行が描ιヽたプランは

砂上の楼間に
今回の相談者X氏 のように、パブルの後遺症に悩む不動産オ

ーナーは多数存在しています。X氏 は銀行の働め通りに事を実
行しましたが、当時のZ銀 行のプランは以下の通りでした。
①Z銀 制まX氏 に6億 円の融資を行い、X氏 は自身が所有する
土地上に質貸マンションを建設する。

②借金鮮X氏が死亡した際に相続債務として差し31けるため、
相続税が大幅に軽減できる。そのため、相続BL納付の
ためにビルを譲渡する必要はなくなり、相続後は長男
にD蛯 承継できる。

③Z銀 行からの借入金は、家賃収入で十分払える金額で

あり、今後の資料の上昇も見込めるので、当初の返済
期間である30年よりも期間短縮が可能である。

それから16年が経過して、Z銀 行の目論み通りに事は
進まず、X氏 の財務状況は以下の通りとなつてしまいま
した。

借入残高 :5億 円

年間家賃収入 11,800万 円

賃貸マンシヨン時価平価 :約 1億 3,∞0万円

70歳を迎えたX氏 は、自ら建設 したマンションの最上

階に居住し、眼下の最色を眺めなが ら資金繰 りに頭 を悩

ませる日々を送 つて0 まヽす。

どうしたら賃貸マンションを残せるか

X氏 のように銀行プランによつて収益物件を建設した
人たちの中には、銀行に貸し手責任を求めて訴訟などに

及ぶ人もいますが、勝訴できる確率はゼロに近いと思わ

れます。

昨今は景気浮場と政府の方針によつて、積極的に不良

債権処選を動める銀行も数多くあります。Z銀 行もその

一行であり、X氏 が自分名義での不動産所有にこだわら

なければ、救済できる方法はあるのです。それは、一般
に任意売却による処理方法と呼ばれ、今回のケースで雷

えば、収益不動産を親族もしくは親族の法人に売却する

方法です.

X民 の問題解決スキームを図に従つて説IL8します。X氏 の長
男はY社を経営しています.Y社 は長男Y氏 とその画]偶者が経

営者である輸入雑貨業者です.イ ンターネットによる敗昴をメ

イン業務として業額を伸ばしていますが、年間は2,000万円程

度でいろうしてR7・という状態です。
果たしてY社 はX氏 が保有する収益マンションを購入できるの
でしようい.会 社業顔だけを見ると、金融機関からの融資は不
可能のように思われますが、昨今は物件の担保力だけを見て融
資する機関ヽ出現しています。Y氏 はつきあいのあるノンバン
クの0社 に融瞼を打診したところ、時価評価とl●l類である 1億
3,0007」

~円
の融資の確約をとりつけました。

それを聞いたx氏 はZ銀 行と交渉し、保有不動産を 1億 3,∞

0万円でY社 へ売却することの許諾を求めました。Z銀 行は寧

前に不動産の鑑定評価を行つており、その評価額は 1億 3,∞0

万円とはば一致していたため、X氏 の申し出を応諾することに

しました。今回のケースでは、Z銀 行が事前に鑑定評価を行つ

ており、その価格とX氏 が査定した時価と乖離がなかつたため
に、短時間で応諧がもらえましたが、通常は価格調整が難航し

ます。多額の融資をしている銀行は 1円でも多くを回収したい

ですし、はたまた債務者は親族への売却価格を 1円でも安くし

たいですから、価格が乖離することが多いのです。最近は不動

産フアンドの出現により収益物件の価格が高騰する傾向にあ

り、銀行も強気の査定をするようになつています。
また、このケースでは抵当権者は一社だけですが、通常は複

数の抵当格者がいます。多くのケースでは二番目以下の括当権
者は 1円も回収できないことになりますが、彼らにも担保をは

ずしてもらわないと任意売却ができませんので、それをはずし
てもらうための和解金が必要となつてきます。一般的にその和
解金を 「椰 」と呼んでおり、その相場は-3G当 権者あたり
30万円～100万円程度となつています。

無担保債権の処理が課題

X氏 は 1億3,000万円の売却代金から不動産仲介手数料、預
かり敷金、抵当権妹消費用、判子代、収入印緬代等を差し]|い

た金額をZ銀 行に支払います。Z銀 行は 1億 3,000万円近
くの鎌 を回収できたわけですが、約 3億 7,000万円の無
担保債権が残りました。X氏 側から見ると約 3億 7,0∞万
円の債務が残つたことになります。

Z飾 が無担保債権を処理する方法には①法的整理②
債植燿 0債 権の売却の 3つ があります。この中で、今
回のケースのように個人もしくは中小企業対彙の債権処
理は0の 債権の売却が一般的です。具体的にはサービサ
ーに無担保債権を売却します。サービサーの詳細に関し
ては省略いたしますが、平成■年 2月 1日 に施行された
「債構管理回収業に関する特月U措置法」に纂つき法務大
臣の許可によつて債権管理回収業を営んでいる株式会社
を指します。

では、Z銀 行から約 3億 7,0∞万円の無担保債構を買い
取つたサービサーS社 はどのように債権を回収するので
しようか。資力のないX氏 から債確金額全額を回収する
ことは事実上不可能です。S社 がとる一般的な手法は、

X氏 への債務免除もしくは指定錦 (このスキームの場合
はY社 が該当か)へ の使構譲渡が考えられます。前者は
X氏 酎 ―ビサーに対して一定の金額を払う (話し合い
によって分割払いも可)こ とによつて、約 3億 7,囲 万円

の無担保債務を免除してもらうことです。後者は、Y社

が一定の金額を支払つてサービサーから約3億 7,0∞万円

の無担保債権を買い取る手法です。どちらの手法を採ら
れても、結果的にX氏 は多額の債務を免除されることに

なり、心穏やかな日々を取り戻すことができます。しか

し、また勲 いできません.そ れは債務を集除されたこと

によって債務免除益力S発生し、課税対象となるか らで

す。X氏 の収益マンションの所有者が法人であれば、不

動産譲渡損と相殺することができ、課税を免れることができま

r.

以上ですべての処理が終了しますが、事業再生の現場では、
より複雑な要因が出現することが多々あります.特 に連帯保証
人がいる場合は要注意です。再生処理においては、迅速さはも
ちろんのこと、専rl鐵の力を借りて、一歩づつ事を進めていく
壺重さも求められることを忘れてはならないでしょう。

X氏 の不良債務解決スキーム
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